
　
　

�

山
武
郡
市
環
境
衛
生
組
合
規
約

の
変
更
に
関
す
る
協
議
に
つ
い

て　
　
　
　
（
議
案
第
5
号
）

　

山
武
郡
市
環
境
衛
生
組
合
に
お
い

て
共
同
処
理
し
て
い
る一般
廃
棄
物
の

処
理
等
に
係
る
事
務
の
対
象
区
域
を

変
更
す
る
こ
と
に
伴
い
、
山
武
郡
市

環
境
衛
生
組
合
規
約
の一部
を
改
正

す
る
規
約
を
制
定
す
る
こ
と
に
つ
い

て
、関
係
地
方
公
共
団
体
と
協
議
す

る
に
当
た
り
議
会
の
議
決
を
求
め
る
。

■
施
行
期
日

　
令
和
3
年
4
月
1
日
か
ら
施
行

　
　

�

令
和
元
年
度
芝
山
町
一
般
会
計

継
続
費
精
算
報
告
書
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
（
報
告
第
1
号
）

　
平
成
30
年
度
、
令
和
元
年
度
の
継

続
事
業
と
し
て
い
た
芝
山
町
上
水
道

事
業
基
本
構
想
策
定
業
務
委
託
お
よ

び
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ
ラ
ン
見
直

し
業
務
委
託
の
完
了
に
伴
い
、
令
和

元
年
度
継
続
費
精
算
報
告
書
を
調
製

し
た
の
で
報
告
す
る
。

■�

事
業
名　
芝
山
町
上
水
道
事
業
基

本
構
想
策
定
業
務
委
託
事
業

■
支
出
済
額
計

　
１
３
，
４
４
６
，
０
０
０
円

■�

事
業
名　
都
市
計
画
マ
ス
タ
ー
プ

ラ
ン
見
直
し
業
務
委
託
事
業

■
支
出
済
額
計

　
１
９
，
１
３
７
，
６
０
０
円

　
　

�

芝
山
町
手
数
料
徴
収
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定
に

つ
い
て　
　
（
議
案
第
3
号
）

　
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人

を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等

に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
に
よ

り
、
個
人
番
号
の
通
知
カ
ー
ド
が
廃

止
さ
れ
、
再
交
付
を
行
わ
な
く
な
っ

た
こ
と
に
伴
い
、
再
交
付
手
数
料
に

関
す
る
規
定
を
削
除
す
る
た
め
、
芝

山
町
手
数
料
徴
収
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
。

■
施
行
期
日　
公
布
の
日
か
ら
施
行

　
　

�

芝
山
町
ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療

費
等
の
助
成
に
関
す
る
条
例
の

一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
制
定

に
つ
い
て　

（
議
案
第
4
号
）

　
芝
山
町
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
医
療

費
等
の
助
成
に
つ
い
て
は
「
千
葉
県

ひ
と
り
親
家
庭
等
医
療
費
等
助
成
事

業
実
施
要
領
」
に
従
い
、
当
町
に
お

い
て
条
例
で
定
め
て
い
る
。

　
こ
の
千
葉
県
ひ
と
り
親
家
庭
等
医

療
費
等
助
成
事
業
実
施
要
領
の
一
部

改
正
お
よ
び
新
た
な
事
務
取
扱
要
領

の
定
め
に
伴
い
、
芝
山
町
ひ
と
り
親

家
庭
等
医
療
費
等
の
助
成
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
。

■
施
行
期
日　

　
令
和
2
年
11
月
1
日
か
ら
施
行

主 
な 

内 

容

　
　

�

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め

の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る

法
律
の
施
行
及
び
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
に
よ
る

新
し
い
生
活
様
式
の
実
践
に
係

る
附
属
機
関
の
書
面
会
議
の
実

施
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に

関
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い
て

　
（
議
案
第
1
号
）

　
働
き
方
改
革
を
推
進
す
る
た
め
の

関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の

施
行
に
よ
り
、
多
様
で
柔
軟
な
働
き

方
の
実
現
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
、
ま
た
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
対
策
に
よ
る
「
新
し
い
生
活

様
式
の
実
践
」
に
伴
う
「
３
密
対

策
」
に
お
い
て
有
効
と
な
る
こ
と
に

鑑
み
、
地
方
自
治
法
の
規
定
に
基
づ

く
附
属
機
関
に
お
け
る
会
議
を
書
面

に
よ
り
開
催
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、

各
附
属
機
関
の
関
係
条
例
に
明
文
化

す
る
規
定
を
追
加
す
る
た
め
、
条
例

を
制
定
す
る
。

■
施
行
期
日　
公
布
の
日
か
ら
施
行

　
　

�

芝
山
町
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
を
定
め
る
条
例
及
び
芝

山
町
学
童
ク
ラ
ブ
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
の
制
定
に
つ
い

て　
　
　
　
（
議
案
第
2
号
）

　
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
の
設

備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
に
お
い

て
、
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業
を

行
う
者
は
、
事
業
の
支
援
単
位
ご
と

に
放
課
後
児
童
支
援
員
を
２
人
以
上

置
く
こ
と
と
さ
れ
、
放
課
後
児
童
支

援
員
は
、
都
道
府
県
知
事
ま
た
は
指

定
都
市
の
長
が
行
う
研
修
を
修
了
し

た
も
の
と
さ
れ
て
お
り
、
当
町
に
お

い
て
も
条
例
で
同
様
に
定
め
て
い
る
。

　
こ
の
放
課
後
児
童
健
全
育
成
事
業

の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
の

一
部
改
正
に
伴
い
、
芝
山
町
放
課
後

児
童
健
全
育
成
事
業
の
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
お

よ
び
芝
山
町
学
童
ク
ラ
ブ
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
。

■
施
行
期
日　
公
布
の
日
か
ら
施
行

　
令
和
2
年
第
3
回
芝
山
町
議
会
定
例
会
が
、9
月
10
日
か
ら
25
日
に
か

け
て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。議
案
10
件・追
加
議
案
２
件
お
よ
び
発
議
案
2
件

が
可
決
さ
れ
、令
和
元
年
度
芝
山
町
歳
入
歳
出
決
算
が
認
定
さ
れ
ま
し
た
。

  

芝
山
町
議
会　
９
月
定
例
会

総
務
課 

行
政
係 

☎
77
‐
３
９
0
１

問

20広報しばやま 

TOWN INFORMATION 町からのお知らせ



　
　

�

芝
山
町
特
定
教
育
・
保
育
施
設

及
び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の

運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

の
制
定
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
（
追
加
議
案
第
1
号
）

　
幼
児
教
育
・
保
育
の
無
償
化
を
実

現
す
る
た
め
、
子
ど
も
・
子
育
て
支

援
法
及
び
特
定
教
育
・
保
育
施
設
及

び
特
定
地
域
型
保
育
事
業
の
運
営
に

関
す
る
基
準
の
一
部
が
改
正
さ
れ
た
。

　
ま
た
、
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て

1
年
を
超
え
な
い
期
間
内
に
市
町
村

の
条
例
が
制
定
施
行
さ
れ
る
ま
で
の

間
は
、
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め

る
基
準
と
み
な
す
と
す
る
経
過
措
置

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
芝
山
町

特
定
教
育
・
保
育
施
設
及
び
特
定
地

域
型
保
育
事
業
の
運
営
に
関
す
る
基

準
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
。

■
施
行
期
日　
公
布
の
日
か
ら
施
行

　
　

�

物
品
売
買
契
約
の
締
結
に
つ
い

て　
　
（
追
加
議
案
第
2
号
）

　
次
の
と
お
り
物
品
売
買
契
約
を
締

結
し
た
い
の
で
、
議
会
の
議
決
を
求

め
る
。

■
契
約
の
目
的

　

�

芝
山
町
立
小
中
学
校
学
習
用
端
末

( 単位 千円 )

( 単位 千円 )

令和２年度の補正予算（議案第６～10号）

令和元年度の歳入歳出決算（認定第１～６号）

会　計　名 補　正　の　内　容　 補正前 補正後

一般会計（第５号）
（議案第６号）

歳入は、地方交付税、国庫支出金、県支出金、寄
附金および諸収入などを増額し、繰入金などを減
額する。
歳出は、総務管理費、社会福祉費、道路橋梁費お
よび都市計画費などを増額し、児童福祉費、林業
費および土木管理費などを減額する。
また、継続費の変更、債務負担行為の追加および
地方債の追加並びに変更を行う。

5,986,137 6,235,399

特
　
別
　
会
　
計

農業集落排水事業
（第１号）

（議案第7号）
歳入は、繰入金を増額する。
歳出は、総務管理費を増額する。 63,700 64,042

公共下水道事業
（第１号）

（議案第8号）
歳入は、繰入金を増額する。
歳出は、総務管理費を増額する。 275,900 275,950

介護保険（第１号） 
（議案第9号）

歳入は、国庫支出金、支払基金交付金、繰入金お
よび繰越金などを増額し、保険料を減額する。
歳出は、保険給付費および諸支出金を増額する。

730,980 757,813

後期高齢者医療
（第１号） 

（議案第10号）
歳入は、繰入金を増額する。
歳出は、総務管理費および徴収費を増額する。 104,050 109,087

会　　計　　名 歳入総額 歳出総額 差引額 翌年度繰越額 実質収支額
一　般　会　計
（認定第 1 号） 5,757,778 5,156,030 601,748 194,458 407,290 

特
　
別
　
会
　
計

国 民 健 康 保 険
（認定第 2 号） 1,000,298 956,107 44,191 0 44,191 
農業集落排水事業 
（認定第 3 号） 72,987 72,480 507 0 507 

公 共 下 水 道 事 業
（認定第 4 号） 261,616 245,946 15,670 15,170 500 

介 護 保 険
（認定第 5 号） 721,181 666,789 54,392 2,592 51,800 

後 期 高 齢 者 医 療
（認定第 6 号） 93,177 92,638 539 0 539 

追 

加 

議 

案

21 2020. 11月号
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